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            金利子率 vs. 米利子率：古文書（明治時代）からのファクト 
 
                                関西外国語大学英語キャリア学部教授 滝川好夫 
 
１ はじめに 
 兵庫県の１０代つづく「高田家」から、江戸時代・明治時代の古文書が大量に出てき
た。我々はこの「高田家」のファミリーヒストリーを書くことになり、高田家が地主
業・金融業を生業としていたことから、地主業・金融業に関わる古文書を翻刻し、書き
下すことになった。本論文では、「米金貸附利子書出帳」（１８９８年）、「田畑入附
米書出帳」（１８７５年）、「米麦売払覚帳」（１８７６年）の３つの古文書を取り上
げ、いかなるファクトを見つけることができたかを論じる。 
 
２ １８９８年「米金貸附利子書出帳」 
 高田家所蔵古文書１８９８年「米金貸附利子書出帳」には、明治１３年（１８８０
年）１１月～明治３１年（１８９８年）１月に、高田家が米・金を貸し付けたときの
「人物（貸付先）」「貸付番号」「日付」「種別［貸付形態（金あるいは米）、利息、
返済、戻り］」、「元本」「利率（月）」「月数」「金額等（円・石）」「残高」「備
考」などが記載されている。景気循環の山は１８９３年、谷は１９０３年であるので、
「米金貸附利子書出帳」に記載されている貸付期間（明治１３年１１月～明治３１年１
月）においては、１８８０年から１８９３年までは拡張局面、１８９３年から１８９８
年までは後退局面であった。記載されている月金利は０.００７５～０.０２（０.７５％～
２％）、したがって年金利は９～２４％である。「米金貸附利子書出帳」（資料２－
２）から、次のファクトを知り得る。 
 
(１)貸付は月単位であり、利率は月利率であった。 
 人物Ａ貸付番号１については、「利率は月一五」と書かれ、利子率は月単位で０.０１
５（１.５％）である。１１.１２を５カ月間という約束で貸し付けて、１１.１２×（１＋
０.０１５×５）＝１１.９５４（うち利息は１１.１２×０.０１５×５＝０.８３４であ
る）を返済してもらうことになっていた。 
 
(２)「短期のころがし」は複利計算になる。 
 人物Ａ貸付番号１については、当初５カ月間という約束で貸し付けたが、貸付期間が
さらに１２カ月間延長され、合計で１７カ月間となった。記載されている計算は、 
 １１.１２×（１＋０.０１５×１７）＝１３.９５５６ 
ではなく、 
 １１.１２×（１＋０.０１５×５）＝１１.９５４ 
 １１.９５４×（１＋０.０１５×１２）＝１４.１０５７（切り上げて１４.１０６） 
である。 
 計算は「短期のころがし金利（５カ月＋１２カ月）＞長期金利（１７カ月）」になっ
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ている。これは長期であれば単利計算であるが、短期のころがしを行うと、利息計算が
「利息に利息がつく複利計算」になってしまうからである。 
 
(３)下３ケタまで表示されているが、四捨五入されているときも、されていないときもあ
る。 
 円の１／１００が「銭」、銭の１／１０が「厘」であるので、１４.１０６円は「１４
円１０銭６厘」である。下３ケタはつまり「円、銭、厘」表示ということである。人物
Ａ貸付番号１については、１１.９５４×（１＋０.０１５×１２）＝１４.１０５７（切り
上げて１４.１０６）であり、人物Ａ貸付番号２については、０.５６×（１＋０.０１５×
１２）＝０.６６０８（切り捨てて０.６６０）である。つまり、四捨五入されているとき
も、されていないときもある。 
 
(４)米利子率 
 人物Ａ貸付番号３については、米を貸して、利息計算は「米利子率」で行われてい
る。明治２８年当時の金利子率（金で貸し、金で返済される利子率）は１.５％であるの
に対して、米利子率（米で貸し、米で返済される利子率）は２.５０４１（２.５）％であ
り、「米利子率＞金利子率（金利）」である。記載されている計算は、０.２０３（石）
×（１＋０.０２５０１４×１２）＝０.２６４（石）、０.２６４（石）×（１＋０.０２５
×１２）＝０.３４３２（石）である。「米１石＝米１合の１０００倍＝１５０ｋｇ」で
あるので、「０.２６４石＝３９.６ｋｇ」である。貸手は「１石＝１０円」で、米０.３４
３２石を売却して、３.４３２円を得ている。 
 
(５)米利子率と金利子率：「利子率平価式」 
 人物Ａ貸付番号３については、貸手は米を貸し、金で返済を受けている。これには１
つには「米を売り、米の売却代金（金）を貸した形で、金で返済を受ける」、もう１つ
には「米を貸し、米で返済を受け、その米を売却して金に換える」の２通りの貸付方法
がある。前者では貸付を行う前の「米の価格」と、貸し付けるときの「金利子率」が問
題となり、後者では貸し付けるときの「米利子率」と、返済してもらった後の「米の価
格」が問題となる。これは貸付を行う前の「米の価格」を「直物レート」、返済しても
らった後の「米の価格」を「予想直物レート」、「金利子率」を「自国利子率」、「米
利子率」を「外国利子率」と解釈すれば、あたかも「カバーなし金利平価式」の問題に
なるであろう。 
 つまり、「円－（直物レート）→ドル－（ドル利子率）→ドル－（予想直物レート）
→円」は「円－（米の現在価格）→米－（米利子率）→米－（米の予想将来価格）→
円」と解釈でき、「円－（自国利子率）→円」は「円－（金利子率）→米」と解釈でき
る。したがって、 
 自国利子率＝外国利子率＋［（予想直物レート－直物レート）／直物レート］ 
            ＝外国利子率＋為替レートの予想変動率 
は、 
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 金利子率＝米利子率＋［（米の予想将来価格－米の現在価格）／米の現在価格］ 
と解釈できる。一般には、直物レートは内外の利子率差に依存していると言われている
が、J.M.ケインズ『貨幣論』は正しく為替レートの予想変動率は内外の利子率差に依存し
ていると論じている。「米利子率 vs. 金利子率」について言えば、［（米の予想将来価
格－米の現在価格）／米の現在価格］は「金利子率－米利子率」に依存している。人物
Ａの同時期の「金貸付 vs. 米貸付」について言えば、「金利子率（１.５％）－米利子率
（２.５％）」であり、米１石の予想将来価格＝１０円とすれば、米の現在価格＝１０／
０.９９＝１０.１０１０円である。貸手は米で貸せば利子率はより高いが、米の売買（米
を買って貸し、米を返してもらって売る）で損失（１.０１％）を被る。ということは、
貸手は米を貸して、米で返してもらうときに、米価格の予想下落率を金利子率に上乗せ
した米利子率を設定する。 
 
(６)米利子率＞金利子率：米価格変動のリスク・プレミアム 
 人物Ａの同時期の「金貸付（貸付番号１） vs. 米貸付（貸付番号３）」、つまり「金
利子率 vs. 米利子率」については、米利子率（２.５％）＞金利子率（１.５％）である。
この差１％は米価格変動のリスク・プレミアムである。つまり、 
 米利子率（２.５％）＝金利子率（１.５％）＋米価格変動のリスク・プレミアム（１
％） 
である。 
 
 
(７)大口貸付利子率＜小口貸付利子率 
 同じ人物Ａへの、同時期の貸付について、貸付番号１の小口（１１.１２円）貸付の金
利子率は１.５％、貸付番号８の大口（６０円）貸付の金利子率は１.０％である。すなわ
ち、「大口貸付利子率＜小口貸付利子率」である。 
 
(８)大口貸付は単利計算である。 
 人物Ｂ貸付番号１は１３０円の大口貸付である。ここでの貸付は１１カ月間と１２カ
月間の短期ごろかしである。つまり、人物Ｂにまず１１カ月間貸して、次に１２カ月間
貸している。合計２３カ月間一括して貸して、１３０×（１＋０.００７５×２３）＝１
５２.４２５（単利計算）である。小口貸付の短期ごろかしの複利計算方法では、１３０
×（１＋０.００７５×１１）＝１４０.７２５、１４０.７２５×（１＋０.００７５×１
２）＝１５３.３９０３であるべきであるが、掲載されている計算式は、１３０×（１＋
０.００７５×１１＋０.００７５×１２）＝１３０＋１３０×０.００７５×１１＋１３０
×０.００７５×１２＝１３０＋１０.７２５＋１１.７＝１５２.４２５であり、これは単
利計算である。大口貸付については低金利子率、単利計算である。 
 
(９)「戻り」：繰り上げ返済の手数料 
 人物Ｂ貸付番号１については「戻り」がある。５０を返済してもらい、貸付残高は１



 

4 
 

５２.４２５から「１５２.４２５－５０＝１０２.４２５」になっている。記載されている
０.３７５は「５０×０.００７５×１」と計算されたものであり、それは繰り上げ返済の
手数料であると思われる。貸手からすると、５０の繰り上げ返済は貸付期間中の受け取
り利息の逸失をもたらすので、繰り上げ返済のペナルティーとして「１カ月分の利息」
を受け取ることにしているのであろう。「戻り」があったので、貸付残高は１０２.４２
５＋０.３７５＝１０２.８になるはずであるが、計算ミスなのか、繰り上げ返済のペナル
ティーを減免しているのかは分からないが、貸付残高は１０２.５になっている。 
 
(10)米を貸して、米で返済してもらっている。 
 人物Ｃ貸付番号２については、米を０.２石貸して、０.１２石返済してもらっている。
返済月日が不明であり、利息は出てこない。 
 
(11)年利子率：「利子年二五」 
 人物Ｄ貸付番号２については、「利子年二五」と書かれ、「年利子率」が記載されて
いる。米を１石貸して、１×（１＋０.２５）＝１.２５の返済をしてもらっている。 
 
(12)金利子率の見直し 
 人物Ｄ貸付番号１は「短期のころがし」であり、はじめの１１カ月間は月利１.４９９
９％、次の１２カ月間は月利１.２５％であり、金利子率は見直されている。 
 
(13)短期間の金利子率 
 人物Ｅ貸付番号３と人物Ｆ貸付番号１を比較すると、１カ月間の金利子率は月利２.０
００５％、１２カ月間の金利子率は月利１.４％であり、短期間の金利子率はより高い。 
 
(14)「米－（米の価格）→円－（円利子率）→円」 
 人物Ｍ貸付番号３については、米を売り、米の売却代金（金）を貸した形で、金で返
済を受けている。貸手は「米１石＝８円」で、米１石５斗、つまり米１.５石を売却し、
１２円を手に入れている。この１２円を１２カ月間、金利子率（月利子率）１.４％で貸
し付けると、貸付残高は１２×（１＋０.０１４×１２）＝１４.０１６である。 
 
(15)米２斗の掛け売り 
 人物Ｎ貸付番号２は米２斗の掛け売りである。備考に「米２斗代金（八五替）」と記
載されている。「米１斗＝米１升の１０倍＝約２０ｋｇ」であり、「八五替」は「米１
斗（米約２０ｋｇ）＝０.８５円」を意味しているので、「米２斗代金＝１.７円」は米１
ｋｇが「１.７円÷４０ｋｇ＝０.０４２５円」であることを示している。ここでは、米２
斗（約４０ｋｇ）の売却代金１.７円を９カ月間貸し付け、貸付残高が１.７×（１＋０.０
２×９）＝２.００６になっていることを示している。「米麦売払覚帳」では米の価格は
「変換率（円／石）」と記載され、ここでも米の価格とは言わず、「替」と表示されて
いる。 
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(16)米１俵の掛け売り 
 人物Ｒ貸付番号２は「米１俵」の掛け売りである。備考に「米１俵代」と記載されて
いる。「米１俵＝米４斗＝米約８０ｋｇ」であり、「米１俵代＝３.５４円」は米１ｋｇ
が「３.５４円÷８０ｋｇ＝０.０４４３円」であることを示している。高田家所蔵古文書
の中には１８９６年（明治２９年）「男雇入１ケ年引請証（１金９円也）」「女雇入１
ケ年引請証（１金５円也）」があり、月給９円で米を２０３ｋｇ購入できることにな
る。現在の「米１ｋｇ＝６００円」で計算すれば、明治２９年の月９円は現在の１２１,
８００円に相当する。したがって、「米１俵（８０ｋｇ）」の掛け売りは「現在の円」
感覚で言うと、４８０００円の掛け売りであり、きわめて小口の貸付である。 
 
(17)「用捨引」 
 人物Ｖ貸付番号１については、「用捨引」がある。この貸付は大口の１９５円である
ので、「用捨引」として利息を減免している。 
 
◆資料２－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「米金貸附利子書出帳」（１８９８年：高田家所蔵古文書）より転載 
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◆資料２－２ 
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出所：「米金貸附利子書出帳」（１８９８年：高田家所蔵古文書）より作成 
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３ １８７５年「田畑入附米書出帳」 
 高田家が委任者（プリンシパル）、小作人が代理人（エージェント）である地主・小
作人関係において、米の収穫量（「取米」）」を１００としたときに、支配者（領主、
明治維新政府）、地主、小作人はそれぞれいくらを受け取ることができるのであろう
か。江戸幕府末期では領主３７、地主２８、小作人３５であり、地租改正（１８７３
年）により地租３４、地主３４、小作人３２になり、小作人は地主に対して小作料とし
て「６８＝３４（地租）＋３４（地主取り分）」払うことになった。 
 高田家所蔵古文書１８７５年「明治８年 第１０大区第４小区 中野村 田畑入附米
書出帳」には、高田家が小作人に田畑を耕作してもらったときの「名前（小作人氏
名）」「摘要（入附米、御蔵行、御蔵納、用捨米など）」「数量（石）」「控除
（石）」「合計」などが記載されている。「田畑入附米書出帳」（資料３－２）から、
支配者（地租）、地主、小作人の受け取り分について、次のファクトを知り得る。 
 小作人Ａに記載されている「入附米」は小作料、「用捨米」は減免高、「御蔵行」は地租
（税）のことである。支配者（地租）、地主、小作人の受け取り分をそれぞれＸ，Ｙ，Ｚとする
と、Ｘ＝地租＝０.４石、Ｙ＝地主の取り分＝１.２７４石、Ｚ＝小作人の取り分＝？石である。
Ｘ＋Ｙ＋Ｚ＝収穫量（「取米」）、Ｘ＋Ｙ＝ネットの小作料＝０.４＋Ｙ＝１.８－０.１２６＝１.
６７４石である。高田家は小作人から「Ｘ＋Ｙ＝ネットの小作料＝０.４＋Ｙ＝１.８－０.１２６
＝１.６７４」を受け取り、その中からＸ（地租）を支払う。 
 
◆資料３－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「明治８年 第１０大区第４小区 中野村 田畑入附米書出帳」（１８７５年：
高田家所蔵古文書）より転載 
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◆資料３－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「明治８年 第１０大区第４小区 中野村 田畑入附米書出帳」（１８７５年：
高田家所蔵古文書）より作成 
 
４ １８７６年「米麦売払覚帳」 
 高田家所蔵古文書１８７６年「米麦売払覚帳」には、高田家が米の売却あるいは貸付
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を行ったときの「氏名（売却先あるいは貸付先）」「日付」「売買等（売却あるいは貸
付）」「品目」「数量（石）」「変換率（円／石）」「金額（円）」「入金額」「残
金」「累計」「備考」などが記載されている。「米麦売払覚帳」（資料４－２）から、
次のファクトを知り得る。 
(１)米利子率：年利子率 
 Ａについて、「利率０.２６５」は米利子率が年率２６.５％であることを意味してい
る。高田家はＡに米０.４石を貸し付け、利息として０.４×０.２６５＝０.１０６石受け
取っている。 
 
(２)米の価格は「変換率（円／石）」と呼ばれている。 
 米の価格を「変換率（円／石）」と呼ぶのは、ドルの価格を「交換率（為替レート：円
／ドル）」と呼ぶようなものである。Ｂについて、高田家が米０.３１５石を「米１石＝
４.５円」の価格（「変換率」）で、つまり１.４１７５（切り上げて１.４１８）円で販売
し、そのうち１.２円だけ受け取り、あとの０.２１８円は売り掛け（残金）になってい
る。 
 
(３)米利子率：月利子率 
 ＨのＮｏ.１８について、「７～１２月、利率０.３」と記載されている。これは７～１
２月の６カ月間、月利３％で米を貸し付けていること示している。利息は７.８０８×０.
０３×６＝１.４０５４石である。 
 
◆資料４－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「米麦売払覚帳」（１８７６年：高田家所蔵古文書）より転載 
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◆資料４－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「米麦売払覚帳」（１８７６年：高田家所蔵古文書）より作成 


